
伊達地方消防組合火災予防規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和７年12月24日 

伊達地方消防組合 

管理者 須田 博行 

 

伊達地方消防組合規則第４号 

伊達地方消防組合火災予防規則の一部を改正する規則 

伊達地方消防組合火災予防規則（平成29年伊達地方消防組合規則第２号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条第１項中「必要」を「危険」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 前項に規定するもののほか、気象の状況が林野火災の予防上危険であると認めるとき

は、強風注意報が発表されており、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

(１) 前３日間の合計降水量が１ミリメートル以下で、かつ、前30日間の合計降水量が

30ミリメートル以下のとき。 

(２) 前３日間の合計降水量が１ミリメートル以下で、かつ、乾燥注意報が発表されて

いるとき。 

第３条に次の１項を加える。 

３ 法第22条第３項の規定により火災に関する警報を発したときは、次の各号に掲げる方

法により公示する。解除したときも同様とする。 

(１) 伊達地方消防組合が開設する公式のウェブサイトへの掲載 

(２) 警報を発令した市町への通知 

(３) 警察署への通知 

(４) 前各号に掲げるもののほか、区域内に在る者に対し効果的に周知できるものとし

て消防長が定める方法 

第３条の２中「第23条の」の次に「規定により」を、「制限」の次に「をするとき」を

加え、「行うものと」を「公示」に改め、同条第１号を次のように改める。 

(１) 前条第３項第１号に掲げる方法 

第３条の２中第２号を削り、第３号を第２号とする。 

第４条中「前条第１号及び第２号」を「第３条第３項第１号」に改める。 



第９条の次に次の２条を加える。 

（林野火災に関する注意報） 

第９条の２ 条例第29条の８第１項の気象の状況が林野火災の予防上注意を要すると認め

るときは、第３条第２項各号のいずれかに掲げる場合とする。 

２ 条例第29条の８第１項の規定により注意報を発したとき、又は解除したときの公示は、

第３条第３項の規定を準用する。 

（制限対象区域の指定） 

第９条の３ 条例第29条の８第３項の火の使用の制限の努力義務の対象となる区域又は条

例第29条の９の火の使用の制限の対象となる区域は、林野火災に関する注意報又は林野

火災に関する警報が発令された市町（伊達市にあっては各地区）の全域とする。ただし、

消防長が、周囲の状況等から判断して火災の発生又は延焼拡大のおそれが少ないと認め

る区域にあっては、この限りでない。 

第10条第２項中「第３条の２」を「第３条第３項」に改め、「及び第２号」を削る。 

第19条第１項中「伊達地方消防組合ホームページ」を「伊達地方消防組合が開設する公

式のウェブサイト」に改める。 

様式第８号を次のように改める。 

  



様式第８号（第13条関係） 

 

附 則 

この規則は、令和８年３月１日から施行する。ただし、様式第８号の改正規定は、令和



８年３月31日から施行する。 

 


